
 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により知事等から監査の結果

に基づいて措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定に基づき、措置の内容を  

次のとおり公表する。 

 

 

令和６年７月３０日 

 

 

岐阜県監査委員   若井 敦子 

 

岐阜県監査委員   恩田 佳幸 

 

岐阜県監査委員   鈴木 祥一 

 

岐阜県監査委員   安田 典子 

 

岐阜県監査委員   飯沼 敦朗 
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１ 令和５年度行政監査(県の施設におけるＡＥＤの設置・管理及び公開・周知について)の結果

に基づき講じた措置の状況 
 

（単位：件） 

テーマ名 
監査結果 措置済 

今回措置を 

講じたもの 
未措置 

 (A) (B) (C) (A-B-C) 

県の施設におけるＡＥＤの設置・管

理及び公開・周知について 
７０ ４９ ７ １４ 

※「今回措置を講じたもの」とは、令和６年７月２日に教育委員会教育長から通知があったもの、及び７月16日に

知事から通知があったもの。 

 

 

２ 行政監査の結果に基づき講じた措置（指摘事項） 
 

健康福祉部 

機関名 監査結果 講じた措置 

衛生専門

学校 

Ｈ２９年県通知において、ＡＥＤ管理責

任者は、自身の県有施設に設置されたＡＥ

Ｄ情報（設置場所や使用可能時間など）を

インターネット上の県有施設ＡＥＤマップ

に公開することとされているところ、ＡＥ

Ｄを設置しているにも関わらず、県有施設

ＡＥＤマップ上にすべてのＡＥＤ情報（複

数のＡＥＤを設置している場合は、それぞ

れのＡＥＤ情報）を公開していないので、

速やかに措置するとともに、今後は適正に

処理されたい。 

 

（対象施設） 

岐阜県立衛生専門学校 

当校は、県の一括調達によりＡＥＤ２台

を設置しているが、このうち令和４年度末

に設置した１台について、県有施設ＡＥＤ

マップへの登録の必要性を認識していなか

ったため、情報を公開していなかった。 

今回の結果を受け、未公開の１台につい

て登録を行い、県有施設ＡＥＤマップ上で

情報が公開されたことを確認した。 

今後、県有施設ＡＥＤマップの登録情報

を定期的に点検するとともに、変更があっ

たときは速やかに修正を行うことができる

ようにするため、登録情報の写しをＡＥＤ

の取扱説明書と併せて保管することとし

た。 

 

観光国際部 

機関名 監査結果 講じた措置 

岐阜関ケ

原古戦場

記念館 

Ｈ29年県通知において、施設管理者は、

施設利用者にＡＥＤの設置場所が容易に分

かるよう、ＡＥＤ設置場所を県有施設の入

口等に掲示して表示すること、また、ＡＥ

Ｄを移設した場合は、表示における設置場

所の記載を変更することとされているとこ

ろ、当該表示が掲示されていないので、速

やかに措置するとともに、今後は適正に処

理されたい。 

 

（対象施設） 

岐阜関ケ原古戦場記念館 

当該事案は担当者の認識不足により、当

館が設置しているＡＥＤ１台について、設

置個所をわかりやすく掲示していなかった

ものであり、監査後速やかに入口に掲示

し、関係職員間で事案の内容を共有した。

今後は、チェック体制を強化して再発防止

に努める。 

 Ｈ２９年県通知において、ＡＥＤ管理責

任者は、自身の県有施設に設置されたＡＥ

Ｄ情報（設置場所や使用可能時間など）を

インターネット上の県有施設ＡＥＤマップ

当該事案は担当者の認識不足により、当

館が設置している１台のＡＥＤ情報を、県

有施設ＡＥＤマップに公開していなかった

ものであり、監査後速やかにインターネッ
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機関名 監査結果 講じた措置 

に公開することとされているところ、ＡＥ

Ｄを設置しているにも関わらず、県有施設

ＡＥＤマップ上にすべてのＡＥＤ情報（複

数のＡＥＤを設置している場合は、それぞ

れのＡＥＤ情報）を公開していないので、

速やかに措置するとともに、今後は適正に

処理されたい。 

 

（対象施設） 

岐阜関ケ原古戦場記念館 

ト上に公開し、関係職員間で事案の内容を

共有した。今後はチェック体制を強化し

て、関係職員による県有施設ＡＥＤマップ

の定期的な確認を行い、再発防止に努め

る。 

 

教育委員会 

機関名 監査結果 講じた措置 

加納高等

学校 

Ｈ29年県通知において、ＡＥＤ管理責任

者は、自身の県有施設に設置されたＡＥＤ

情報（設置場所や使用可能時間など）をイ

ンターネット上の県有施設ＡＥＤマップに

公開することとされているところ、ＡＥＤ

を設置しているにも関わらず、県有施設Ａ

ＥＤマップ上にすべてのＡＥＤ情報（複数

のＡＥＤを設置している場合は、それぞれ

のＡＥＤ情報）を公開していないので、速

やかに措置するとともに、今後は適正に処

理されたい。 

 

（対象施設） 

加納高等学校 

本校には３台のＡＥＤが設置されてお

り、県有施設ＡＥＤマップにそのうちの２

台が公開されていたが、全て公開済みであ

ると誤認し、１台が未公開であったため、

監査後速やかに未公開のＡＥＤ１台の情報

を公開した。 

今後は、ＡＥＤ管理責任者及び事務担当

者相互で公開情報の確認を行い、再発防止

に努める。 

恵那南高

等学校 

Ｈ29年県通知において、ＡＥＤ管理責任

者は、自身の県有施設に設置されたＡＥＤ

情報（設置場所や使用可能時間など）をイ

ンターネット上の県有施設ＡＥＤマップに

公開することとされているところ、ＡＥＤ

を設置しているにも関わらず、県有施設Ａ

ＥＤマップ上にすべてのＡＥＤ情報（複数

のＡＥＤを設置している場合は、それぞれ

のＡＥＤ情報）を公開していないので、速

やかに措置するとともに、今後は適正に処

理されたい。 

 

（対象施設） 

恵那南高等学校 

本校に設置しているＡＥＤ３台のうち１

台について、県有施設ＡＥＤマップ上に情

報を公開していなかったため、令和６年３

月２８日に県有施設ＡＥＤマップを速やか

に編集し、すべてのＡＥＤ情報を公開し

た。 

未公開となっていたＡＥＤ１台は、（一

財）岐阜県高等学校安全振興会との無償使

用貸借により設置しているＡＥＤであり、

職員の認識不足により県有施設ＡＥＤマッ

プ上にＡＥＤ情報を公開することを失念し

ていた。 

今後は、ＡＥＤに関して異動等があった

場合は速やかにＡＥＤ情報を公開するとと

もに、県有施設におけるＡＥＤの設置及び

管理の基準に関する要綱を職員間で共有

し、要綱に基づき適正に管理する。 

華陽フロ

ンティア

高等学校 

Ｈ29年県通知において、ＡＥＤ管理責任

者は、自身の県有施設に設置されたＡＥＤ

情報（設置場所や使用可能時間など）をイ

ンターネット上の県有施設ＡＥＤマップに

公開することとされているところ、ＡＥＤ

を設置しているにも関わらず、県有施設Ａ

ＥＤマップ上にすべてのＡＥＤ情報（複数

本校はＡＥＤを３台設置していたが、県

有施設ＡＥＤマップ上には２台しか登録し

ていなかったため、監査後速やかにＡＥＤ

情報を更新した。 

ＡＥＤを県有施設ＡＥＤマップで公開し

ていることが担当で引き継がれておらず、

認識していなかった。 
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機関名 監査結果 講じた措置 

のＡＥＤを設置している場合は、それぞれ

のＡＥＤ情報）を公開していないので、速

やかに措置するとともに、今後は適正に処

理されたい。 

 

（対象施設） 

華陽フロンティア高等学校 

今後は、担当、事務長補佐、事務部長の

３名体制で確認することにより、再発防止

に努める。 

岐阜盲学

校 

Ｈ29年県通知において、ＡＥＤ管理責任

者は、自身の県有施設に設置されたＡＥＤ

情報（設置場所や使用可能時間など）をイ

ンターネット上の県有施設ＡＥＤマップに

公開することとされているところ、ＡＥＤ

を設置しているにも関わらず、県有施設Ａ

ＥＤマップ上にすべてのＡＥＤ情報（複数

のＡＥＤを設置している場合は、それぞれ

のＡＥＤ情報）を公開していないので、速

やかに措置するとともに、今後は適正に処

理されたい。 

 

（対象施設） 

岐阜盲学校 

県有施設に設置されたＡＥＤ3台のうち、

令和元年度に更新した１台がインターネッ

ト上のＡＥＤマップに公開されていなかっ

たため、監査後速やかに公開した。 

本事案は、関係職員が「県有施設におけ

る自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置及

び管理の基準に関する要綱」を十分把握し

ていなかったことが原因である。 

今後は関係職員に事案を共有するととも

に、ＡＥＤ管理責任者と事務担当者で相互

チェックすることにより、再発防止に努め

る。 

 


